（神社用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　広　島　県　知　事　　　様

                                     　　事務所所在地　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　宗教法人　「　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　代表役員　

　　　　　　　　　 証　　　　　　明　　　　　　願
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　宗教法人令の一部を改正する勅令（昭和２１年勅令第７０号）に基づく

(注1)　　　　市　　　　町

広島県　　　郡　　　　村　　　　　　　宗教法人「　　　　　　　」は、同勅

　　　　　　　　　　　　(注2)　　　　　市　　　　町

令施行前から存在していた広島県　　　　郡　　　　村　　　　　　　

「　　　　　　　」（同勅令施行前の表示）と同一の神社であることを証明して

ください。

添付書類一覧（同一性証明）
　１　証明を必要とする理由書

　２　土地台帳又は土地登記事項証明書（全部事項証明書）
　３　宗教法人令に基づく法人登記簿（閉鎖登記簿）謄本

　４　宗教法人法に基づく法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
　５　手数料　８００円
手数料納付方法は、申請書類受理後に手数料納付書を送付します。指定金融機関において振込後、払込証明書を学事課宛てに送付してください。

　６　その他

　　(1) 証明願は２部、添付書類は１部提出してください。

　　(2) 証明願と一緒に返信用封筒（宛先を記入し、切手を貼付すること）を
提出してください。

※注

　１　（注１）には、宗教法人令に基づく法人登記簿謄本（閉鎖）に登記されている所在の場所をそのまま記入してください。
　２　（注２）には、同勅令施行前の住所を記入してください。この所在地につ
　　　いては、登記簿上明らかではないことから、証明願を記入する前に県へ確認すること。

　３　証明願の上部及び下部については、それぞれ４㎝以上空白を設けること。
　４　証明願の払込証明書確認後、送付します。
※　証明が不可能な場合もありますので、宗教法人令の一部を改正する勅令に基づく法人登記簿（閉鎖登記簿）謄本を法務局で取られたら、申請をする前に学事課まで連絡してください。　　　
　　　　　　　　

【送 付 先】〒730-8511　広島市中区基町10-52

          　広島県環境県民局学事課　文教グループ

【問合せ先】082-513-4496（FAX 082-227-2549）
